
地域包括ケアを支える
介護老人保健施設として

回復期の病院を退院した患者に対して、退院後も
切れ目なく医療・介護サービスを提供することを
目的に、地域連携診療計画に基づく連携が評価さ
れた。また、介護支援専門員との連携を評価する
介護支援連携指導料も新設されるなど、平成24年
度の診療報酬と介護報酬の同時改定に向けては、
医療と介護の連携がますます重要視される。
さらに老健施設においては、「老健施設の特性に
応じた機能の明確化」、「入所者の在宅復帰支援機
能の強化」がより求められると同時に、「施設サー
ビスの質及びその評価」が大きなテーマとなる。
このようななかで、老健施設がその理念と役割
を果たし、地域包括ケアの中心となるために特に
重要なことの一つは、「新全老健版ケアマネジメン
ト方式～R4システム～」の着実かつ速やかな導
入であり、二つ目は、地域包括支援センターとの
密接な連携ではないかと思う。
包括的自立支援プログラムは、特養で開発され
た部分が多く盛り込まれているため、老健施設に
適合したケアマネジメントシステムとはなってい
ない。その点「R4システム」は、老健施設が老
健施設らしくあるためのケアマネジメントシステ
ムである。
しかし、今まで慣れ親しんできたケアプランを
捨て去ることへの抵抗、作業量が増大することへ
の足踏み等が起こっているのも事実である。また、
「R4システム」をうまく機能させるためには、支
援相談員・介護支援専門員ばかりでなく、すべて
の職種に対して在宅巡回型ケアのあり方を教育す
ることが非常に大事で、これにどう取り組んでい
くのか等、乗り越えなければならない課題も多い。
当支部においても、平成22年6 月、大阪で開催さ

れたケアマネジメント実践講座に介護支援専門員
を参加させ、7 月に伝達講習会を開催するととも
に、テキストを200冊印刷し各施設に配布した。
また、10月に福岡で行われたケアマネジメント実
践講座の参加促進に取り組んだほか、平成22年度
佐賀県介護老人保健施設職員研修会においては、
全老健常務理事の東憲太郎先生に「R4システム」
についての特別講演をお願いする等、普及教育に
努めてきた。今後は各施設において「R4システ
ム」導入のための業務予定等を作成し、具体化を
図る時期に来ていると思われる。

多様なニーズに対する
多機能なサービス提供を

次に、地域包括支援センターは、総合相談・支
援、権利擁護・虐待対応、介護予防ケアマネジメ
ント、包括的・継続的ケアマネジメント支援等を
総合的に行う機関であるが、認知度や理解度がま
だ低く、配置人員に比べ業務量が多いために、地
域住民に対する十分な支援ができていないのが実
情である。
また、老健施設においても、地域に根ざした施
設になるためには、家族や地域住民との交流や各
種福祉機関との連携が必要となる。特に、地域と
一体になったケアを積極的に行うには、地域包括
支援センターとの密接な連携を図り、お互いの強
みを生かし弱点を補うことが必要である。このた
めには、地域包括支援センターと老健施設が協力
して地域のネットワークを構築するとともに、情
報の共有化を促進し、真に地域住民が必要とする
「多様なニーズに対する多機能なサービス」を提
供することが重要と思われる。

老健 2010.12 ●67

ある。例えば、医療から福祉、介護までの広い範
囲をカバーすることができる。もちろん入所機能
もあれば、通所リハビリの機能もあり、在宅支援
機能もある。最近は看取りも行われている。
このような幅広い機能はこれから非常に大事で
あり、老健施設は、これらの機能をうまく拡充・
強化することで、十分、地域包括ケアの中心とな
り得るし、また、中心とならなければならない。

「R4システム」の導入と地域包括
支援センターとの連携が重要

平成22年度の診療報酬改定により、亜急性期・
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われわれは地域包括ケアの
中心とならなければならない

介護老人保健施設（以下、「老健施設」）を取り
巻く諸問題は、われわれ老健施設だけの問題では
なく、わが国の社会保障制度全体の問題でもある。
これまでも老健施設は、日本の社会保障制度を支
える社会資源の 1 つとして、地域の在宅ケアを支
える拠点となるようさまざまな努力を重ねてきた。
こうしたなかで超高齢社会を迎えた今、地域包
括ケアを支える老健施設の役割がよりいっそう重
要になってきている。老健施設は幅広い対応性が

地域包括ケアを支える
介護老人保健施設として

佐賀県介護老人保健施設協会会長、介護老人保健施設しょうぶ苑理事長

藤岡康彦


